
国立大学法人大阪大学役員会（平成２５年度 第５回）議事要旨 

 

 

日  時   平成２５年９月２４日（火） ９：３０～９：４０ 

場  所   総長室 

出 席 者   平野総長、恵比須、東島、相本、大竹、尾山、岡村 各理事 

オブザーバー   関監事 

 

○ 前回議事要旨の確認 
   

事前に配付している、平成２５年度第４回役員会（７月２９日開催）の議事要旨（案）につい

て、特段の意見があれば９月２７日（金）までに総務企画部経営企画課へ提出のうえ確定させる

こととした。（特段の意見はなく確定した。） 

 

【報告事項】 

１．業務達成基準適用事業に係る業務達成状況報告等について 
 

大竹理事から、配付資料に基づき、平成２５年度に業務達成基準を適用した３件の事業のうち、

既に終了した１件に係る業務達成状況及び事業実施内容について、報告があった。 

 

【審議事項】 

１．総長選考会議委員について 
 

平野総長から、配付資料に基づき、総長選考会議委員のうち教育研究評議会において選出する

委員について、９月１８日開催の教育研究評議会終了後に選出を行い、配付資料のとおり決定し

た旨の報告があった。 

引き続き、理事のうちから役員会において選出する委員について、８月２５日限りで任期満了

となった委員の後任として、恵比須理事、東島理事、相本理事の３名を選出したい旨の提案があ

り、審議の結果、これを承認した。 

 

２．奨学寄附金における共通経費等の使途特定について 
 

コミュニケーションデザイン・センターにおいて受け入れる奨学寄附金に係る共通経費の使途

及び率等を、配付資料のとおり定めることについて、審議の結果、これを承認した。 

 

３．重要財産（土地・建物）の処分について 
 

売布宿舎の土地・建物を処分することについて、審議の結果、これを承認した。 

 

４．中期計画の変更について 
 

審議事項３で承認された売布宿舎の処分に伴い、中期計画を変更することについて、審議の結

果、これを承認した。 

 



５．就業規則等の一部改正について （資料なし） 

(１) 国立大学法人大阪大学基本給表等の適用に関する細則 

(２) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項 

(３) 国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程 

(４) 国立大学法人大阪大学教職員就業規則 

(５) 国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則 

(６) 国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等就業規則 

(７) 国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時勤務職員）就業規則 

(８) 国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則 

(９) 国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則 

(10)国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則 
 

９月１８日開催の教育研究評議会において承認された上記の就業規則等の一部改正について、

審議の結果、これらを承認した。 

 

６．箕面会館の方針について （資料あり） 
 

平成２５年度末をもって箕面会館を廃止することについて、審議の結果、これを承認した。 

 

 

 
 

次回定例役員会は、平成２５年１０月２１日（月）に開催することとした。 

以上 


